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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
図
書
類
の
内
容
を
審
査
す
る
団
体
の
認
定
（
三
九
一
・
県
民
文
化
政

　

策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
三
九
二
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
九
三
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な

　

る
旨
の
届
出
（
三
九
四
・
団
体
指
導
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
三
九
五
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

○
平
成
二
十
年
度
屋
外
広
告
物
講
習
の
実
施
（
三
九
六
・
都
市
計
画

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
道
路
区
域
の
変
更
（
三
九
七
、
三
九
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

　
　
公　
告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
図
書
類
の
内
容
を
審
査
す
る
団
体
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
か

ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
示
し
、
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

団
体
の
名
称
　

当
該
団
体
が
青
少
年
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
不
適
当

と
認
め
た
図
書
類
を
表
示
す
る
方
法

日
本
映
像
倫

理
審
査
機
構
　

次
の
標
章
を
、
図
書
類
及
び
包
装
の
表
面
に
印
刷

し
、
又
は
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
。

　

標
章
の
サ
イ
ズ
は
、
縦
二
十
七
ミ
リ
、
横
十
六
ミ

リ

指
定
番
号

図　
　

書　
　

名

発　

行　

所

指
定
理
由

一
〇
五
三
六
恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

10
月

号

宙

出

版　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
又
は
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐

性
を
誘
発

し
、
若
し
く

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

一
〇
五
三
七
レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー　

10
月
号

笠

倉

出

版

一
〇
五
三
八
Ｌ
ａ
ｄ
ｙ
ｓ　

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ

　

Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ　

Ａ
Ｙ

Ａ　

10
月
号

宙

出

版

一
〇
五
三
九
無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル　

10

月
号

ぶ

ん

か

社

一
〇
五
四
〇
恋
愛
白
書
ｄ
ｅ
ｅ
ｐ　

Ｖ
ｏ

ｌ
２

宙

出

版

一
〇
五
四
一
コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル　

10
月

号

セ
ブ
ン
新
社

一
〇
五
四
二
遊
名
人　

９
月
号

有
限
会
社
ア
ン

チ
・
メ
デ
ィ
ア

一
〇
五
四
三
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ　

Ｄ
ｅ　

Ｎ
ｉ

ｇ
ｈ
ｔ　

９
月
号

月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

指
定
番
号

題　
　
　
　

名

配　

給　

元

指
定
理
由

六
六
三
一

好
き
も
の
家
系　

と
ろ
け
て

濡
れ
る

オ
ー
ピ
ー
映
画　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
又
は
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐

性
を
誘
発

し
、
若
し
く

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

六
六
三
二

母
性
愛
の
女　

昼
間
か
ら
し

た
い

新
日
本
映
像

六
六
三
三

Ａ
Ｖ
な
い
奴
ら

ア
ッ
プ
リ
ン
グ

六
六
三
四

浮
気
相
姦
図　

の
け
ぞ
り
逆

愛
撫

オ
ー
ピ
ー
映
画

六
六
三
五

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス　

「
母
性
愛
の
女　

昼
間
か
ら

し
た
い
」

新
日
本
映
像

六
六
三
六

桃
香
ク
リ
ニ
ッ
ク
へ
よ
う
こ

そ

ア
ッ
プ
リ
ン
グ

六
六
三
七

愛
人
熟
女　

肉
奴
隷
従
縄
責

め

オ
ー
ピ
ー
映
画



２
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秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

　

平
成
二
十
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平

成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
森
吉

山
ダ
ム
工
事
事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

　

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
号
）
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
講
習

を
実
施
す
る
の
で
、
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年

秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

講
習
の
日
時
及
び
場
所

　

㈠　

日
時

　
　
　

第
一
日　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
日
（
木
）
午
前
九
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

第
二
日　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
（
金
）
午
前
九
時
三
十
分
か

ら
午
後
四
時
四
十
分
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
議
会
棟
大
会
議
室

二　

講
習
の
内
容
及
び
時
間

　

㈠　

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
事
項　

五
時
間

　

㈡　

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項　

四
時
間

　

㈢　

屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項　
　
　
　

三
時
間

三　

受
講
申
込
書
の
交
付

　

㈠　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
（
金
）
ま

で

　

㈡　

場
所

　
　
　

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地　

鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　
　
　

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の
一　

北
秋
田
地
域
振
興
局

建
設
部
用
地
課

　
　
　

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号　

山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　
　
　

由
利
本
荘
市
水
林
三
百
六
十
六
番
地　

由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
用

地
課

　
　
　

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号　

仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

用
地
課

　
　
　

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号　

平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部
用

地
課

　
　
　

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号　

雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地

課

　
　
　

（
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
申
込
書
請
求
」

と
朱
書
き
し
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を

同
封
す
る
こ
と
。
）

四　

受
講
申
込
書
の
受
付

　

㈠　

期
間
及
び
時
間

　
　
　

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
九

月
二
十
二
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
必
ず
「
簡
易
書
留
」
と
し
、

締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）

　

㈡　

場
所

　
　
　

三
㈡
に
掲
げ
る
場
所
（
郵
送
の
場
合
は
、
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番

一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
）

五　

講
習
手
数
料

　

㈠　

額　

四
千
円

　

㈡　

納
付
方
法　

受
講
申
込
み
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

六　

講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
（
電
話
番
号　

〇
一
八―

八
六
〇―

二
四
四

二
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

届　
　
　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　
　

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る

漁
業
協
同
組
合
の
名
称

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦　
　

覧　
　

場　
　

所

男
鹿
市
船
川
港
南
平
沢
明
王
堂
前
六
番
地

佐　

藤　

富
二
雄

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
化
世
沢
百
七
十
八
番
地
二
十
七

平　

野　

太
刀
矢

船
川
港

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
三

日
ま
で

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
芦
沢
二
百
十
番
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
船
川
総
括
支
所

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
日
ま
で

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
二
ツ
井
町
富
根
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名　

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
富
根
四
十
八
番
地　
　
　
　
　

智
田　

文
夫

　
　

〃　
　

〃　
　
　

駒
形
字
家
前
二
十
四
番
地　
　
　
　
　

福
岡　
　

実

　
　

〃　
　

〃　
　
　

飛
根
字
羽
立
新
田
百
十
九
番
地
一　
　

佐
藤　

正
人

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

大
林
百
四
十
三
番
地
三　
　
　

北
嶋　

忠
宣

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

富
根
三
十
三
番
地　
　
　
　
　

池
端　

克
巳

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

羽
立
五
十
八
番
地
一　
　
　
　

山
谷　

吉
蔵

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

上
野
百
三
十
四
番
地
一　
　
　

米
川　
　

新

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

町
頭
十
九
番
地
十
七　
　
　
　

米
川
志
美
男

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

清
水
三
十
七
番
地
五　
　
　
　

池
端　

秀
巳

二　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
富
根
四
十
六
番
地　
　
　
　
　

大
高　

彦
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

富
根
八
十
八
番
地　
　
　
　
　

池
端　

春
男

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

羽
立
八
十
六
番
地
一　
　
　
　

工
藤
徳
一
郎

三　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
富
根
四
十
六
番
地　
　
　
　
　

大
高　

彦
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　

駒
形
字
本
沢
二
十
六
番
地　
　
　
　
　

工
藤　

孝
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　

飛
根
字
富
根
四
十
八
番
地　
　
　
　
　

智
田　

文
夫

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

町
頭
十
九
番
地
十
七　
　
　
　

米
川
志
美
男

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

羽
立
八
十
九
番
地　
　
　
　
　

工
藤　

誠
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

高
清
水
三
百
二
十
番
地　
　
　

大
高　

岩
根

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

羽
立
七
十
二
番
地　
　
　
　
　

山
谷　

幸
政

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

富
根
三
十
三
番
地　
　
　
　
　

池
端　

克
巳

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

富
根
三
十
五
番
地
一　
　
　
　

池
端　

又
芳

　
　

〃　
　

〃　
　
　

〃　
　

富
根
百
三
十
八
番
地
一　
　
　

池
端　

重
光

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
羽
立
八
十
六
番
地
一　
　
　
　

工
藤
徳
一
郎

県

道

旧

寺
内
新
屋
雄
和
線

Ａ
秋
田
市
下
浜
楢
田
字
上
野
六
〇
番
一
地
先
か
ら
雄
和
下
黒
瀬
字
野
中
一
番
一
地
先

ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
五
五
・
〇
〇

一
・
四
九
四

Ｂ
秋
田
市
下
浜
楢
田
字
宮
田
表
一
二
二
番
か
ら
上
野
一
七
九
番
五
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
〇
・
〇
〇

〇
・
六
〇
四

新

寺
内
新
屋
雄
和
線

秋
田
市
下
浜
楢
田
字
上
野
六
〇
番
一
地
先
か
ら
雄
和
下
黒
瀬
字
野
中
一
番
一
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
五
五
・
〇
〇

一
・
四
九
四

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

川
添
下
浜
停
車
場
線

Ａ
秋
田
市
下
浜
八
田
字
高
徳
谷
地
一
〇
六
番
一
地
先
か
ら
六
八
番
一
地
先
ま
で

八
・
二
〇
～
一
五
・
〇
〇

〇
・
一
六
五

Ｂ
秋
田
市
下
浜
八
田
字
茱
萸
ノ
木
六
四
番
一
地
先
か
ら
館
腰
八
七
番
六
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
九
・
〇
〇

一
・
〇
八
五

Ｃ
秋
田
市
下
浜
八
田
字
高
徳
谷
地
八
一
番
一
地
先
か
ら
館
腰
六
八
番
一
地
先
ま
で

一
八
・
〇
〇
～
八
五
・
〇
〇

一
・
五
〇
一

新

川
添
下
浜
停
車
場
線

秋
田
市
下
浜
八
田
字
高
徳
谷
地
八
一
番
一
地
先
か
ら
館
腰
六
八
番
一
地
先
ま
で

一
八
・
〇
〇
～
八
五
・
〇
〇

一
・
五
〇
一

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
及
び
「
Ｃ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告



発
行
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秋　
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秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
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一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
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税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
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番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
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松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
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Ａ
Ｘ

（863）
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E-m
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